
議案第41号

鹿児島県歴史資料センター黎明館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
れい

例制定の件

鹿児島県歴史資料センター黎明館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次の
れい

ように制定する。

令和２年２月提出

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県歴史資料センター黎明館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
れい

鹿児島県歴史資料センター黎明館の設置及び管理に関する条例（昭和58年鹿児島県条例第６
れい

号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館の設置及び管理に関する条例
れい

第１条中「鹿児島県歴史資料センター黎明館」を「鹿児島県歴史・美術センター黎明館」に
れい れい

改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第６条関係）

入 館 料

区 分 普 通 入 館 料 年間

個人 団体（20人以上の場合に限る。） 入館料

小学校の児童及び中学校の生徒 150円 １人につき 80円 300円

高等学校の生徒，大学の学生及び 250円 １人につき 150円 500円

これらに準ずる者

その他の者（未就学児を除く。） 400円 １人につき 300円 800円

未就学児 無料

附 則

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。

２ 鹿児島県公の施設に関する条例（昭和39年鹿児島県条例第13号）の一部を次のように改正

する。

別表第１及び別表第２中「歴史資料センター黎明館」を「歴史・美術センター黎明館」に
れい れい

改める。

（提案理由）

鹿児島県歴史資料センター黎明館の名称を変更する等のため，所要の改正をしようとするも
れい

のである。


